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第１章 総 則 

 

この仕様書は、し尿投入施設運転維持管理業務について受注者に委託する業務の仕

様を定めるものとする。 

 

（業務の範囲） 

第１条 発注者は、受注者に対し、本仕様書に基づき、別紙１に記載された対象施設

（以下「し尿投入施設」という。）の運転維持管理業務（以下「業務」という。）

を発注し、受注者はこれを受託する。 

２ 受注者の業務範囲は、以下の各号に記載された業務のほか、別紙２に記載され

た業務とする。 

（１）し尿投入施設等の運転。 

（２）し尿の受付及び報告書の作成。 

（３）し尿投入施設等の維持管理。ただし、別紙４に定める維持管理要求水準を遵

守するものとする。 

（４）業務報告等その他の管理業務。 

 

（統括責任者） 

第２条 受注者は、業務の統括責任者を選任し、発注者に届けなければならない。 

２ 統括責任者の職務は次のとおりとする。 

（１）現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行うこと。 

（２）本仕様書等に定められた内容を十分理解し、業務にあたること。 

 

（従業員の能力基準） 

第３条 従業員は各１名以上確保するものとし、職種別に次の各号に掲げる能力、 

資格を有する者とする。（資格を有することを証する書類の写しを提出すること） 

（１）業務において必要となる技術を有し、運転操作の作業等を行える者。 

（２）受注者は、令和８年３月３日以前に３ケ月以上の雇用関係にある、酸素欠

乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者を 1 名以上配置できること。 

  

（業務期間） 

第４条 受注者の業務期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

ただし、土日、祝日は除く。 

２ 業務時間は、８時３０分から１７時００分までとする。 

３ 上記のほか、緊急の事態が生じた場合についても、し尿の受入を行う。 

（緊急の連絡は発注者から行うので、受注者はこれに応じること。） 
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第２章 運営準備等 

 

（業務実施計画） 

第５条 受注者は、契約締結後３０日以内に本仕様書等に記載された条件を満たす業

務実施計画を作成し、発注者に提出するものとする。業務実施計画には別紙５の事

項を記載しなければならない。 

２ 受注者は、業務実施計画に基づき業務を実施するものとする。発注者が、業務

実施計画に基づき業務が行われていないと判断した場合は、発注者は受注者に

説明を求めることができる。その結果、発注者が業務実施計画に基づき業務が

行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正（業務実施計画の変更を

含む。）を求めることができる。 

 

（許認可の取得等） 

第６条 受注者は、第３条に定める資格を有する者が実施すべき業務にあたる場合に

おいて、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。 

２ 受注者は、業務を遂行するために必要な事務室等の使用許可を発注者から取得

するものとする。 

３ 前項に規定するもののほか、受注者は、業務の実施に必要な許認可をその責任

と費用を負担することにより取得するものとする。 

 

 

第３章 運転業務 

 

（し尿受入施設等の運転） 

第７条 受注者は、別紙２に記載された範囲において運転を行うものとする。 

２ 受注者は、発注者から指示がある場合は、それに従うものとする。 

 

（引継事項） 

第８条 受注者は、業務開始後し尿投入施設特有の運転方法、留意事項等を記載した

引継事項（別紙６に規定された内容を含むものとする。以下「引継事項」とい

う。）を作成し、発注者の承認を得た上で、徳山中央浄化センターに備えておくも

のとする。 

２ 発注者は、いつでも、徳山中央浄化センターにおいて引継事項を閲覧し、又は

受注者に対して引継事項の内容の説明を求めることができる。 

３ 受注者は必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受注者は、引

継事項の内容を変更したときは、発注者の承認を得るものとする。 
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第４章 維持管理 

 

（し尿投入施設等の維持管理） 

第９条 受注者は、次に記載されたし尿投入施設の維持管理業務を行うものとする。

（１）別紙２に記載された範囲における点検及び調整並びに消耗品の交換。 

 （２）前号に掲げるもののほか、し尿投入施設の維持管理。 

 （３）業務及び清掃等により発生した塵屑等の廃棄物の運搬処分は、発注者の指示

に従い行うものとし処分までの間は市指定可燃ごみ袋で保管するものとする。 

 （４）し尿投入槽内の清掃作業。（受入槽 年８回） 

 

（更新等の必要性に関する報告） 

第１０条 し尿投入施設において設備の更新又は補修の必要が生じた場合、受注者は

発注者に対し、更新又は補修が必要である設備の現況及びその理由を速やかに書

面により報告するものとする。 

 

（回復措置請求） 

第１１条 発注者は、第９条に規定された維持管理がなされていないと判断した場合、

受注者に対し、改善計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善計画書

の提出を命じられてから２０日以内に改善計画書を発注者に提出し、発注者の承

認を受けるものとする。受注者は、承認を受けた改善計画書に従い、業務を行う

ものとする。 

２ 発注者は、前項の期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合又は改善計画

書どおりに業務が行われていない場合は、求める措置の内容とその理由を記載

した書面により、受注者に施設機能の回復に必要な措置を受注者の負担により

行うことを請求できる。 

 

 

第５章 業務報告等 

（業務の報告） 

第１２条 受注者は、日報、月報及び年報を作成し、発注者に提出する。日報、月報

及び年報に記載すべき事項は別紙７によるものとし、様式は、受注者の提案に基づ

き、発注者が承認するところによる。また、し尿等の搬入の際に受領した伝票につ

いては、日報に併せて提出するものとする。 

２ 発注者は、日報、月報及び年報の内容について受注者に説明を求め、必要な範

囲で受注者が業務に関して所持しているその他の資料の提出を求めることがで

きる。 
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第６章 損害賠償 

 

（損害賠償） 

第１３条 業務期間中に受注者の責めにより生じた運転及び維持管理上の不備、誤操

作等による機器等の破損、故障等は、受注者の負担において速やかに補修、改善又

は取替えを行うものとする。ただし、設計、施工、材質及び構造上の欠陥並びに受

注者以外の者による運転管理上の不備又は過失、天災事変、不測の事故等による場

合はこの限りではない。 

２ 業務遂行中に受注者の故意又は過失により、悪質な水質での処理水放流等、周

辺環境保全に及ぼす重大な瑕疵があり、損害賠償等を発注者が第三者から請求

された場合においては、発注者は、受注者に対し、その損害賠償を請求するこ

とができるものとする。 

 

（責任範囲） 

第１４条 受注者及び発注者の責任範囲については、別紙３に従うものとする。 

 

（保険の加入） 

第１５条 受注者は、自らの費用で受注者賠償責任保険等に加入すること。 

 

 

第７章 契約終了 

 

（期間満了による終了） 

第１６条 委託期間満了により業務を終了する場合、受注者は次の義務を負う。この

場合において、受注者は、新たに施設を運転する者（以下「新受注者」という。）

に対し、徳山中央浄化センターが別紙４に定める維持管理要求水準を満たしている

状態で業務を引継ぐとともに引継事項を交付し、運転指導を行うものとする。 

 

 

第８章 業務の引継ぎ 

 

（業務の引継ぎ） 

第１７条 業務の引継ぎ期間は、新たな受注者が決定した日から決定月の末日までとし、

業務内容について速やかに新受注者に引継ぎを行うものとする。 
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第９章 その他 

 

（不可抗力） 

第１８条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常 

の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責に帰 

すことができない事由により、し尿投入施設の運営が著しく困難となった場合又は 

し尿投入施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い 

対応するものとし、し尿投入施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的 

な努力を行う義務を負うものとする。 

２ 前項の規定により発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受注者の故

意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。 

 

（経費の負担） 

第１９条 受注者が本業務履行上に負担する経費は、別紙８に定めるとおりとする。 

 

（秘密保持） 

第２０条 受注者は、業務で知り得たことを第三者に漏らしてはならない。 

 

（雑則） 

第２１条 受注者は、業務の実施にあたり、別紙９に示す関連法令等を遵守する。 

２ 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職

金共済法の規定により、雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの

保険に加入していなければならない。 

 

（疑義） 

第２２条 本仕様書に疑義を生じた場合は、発注者及び受注者で別途協議するものと

する。 

２ 本仕様書に明示されていない事項で必要がある場合には、発注者及び受注者で

別途協議のうえ、別途定めるものとする。 
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別紙１ 対象施設 

 

本業務の対象となる施設は以下のとおりである。 

（１） 施設名：し尿投入施設 

（２） 場 所：周南市晴海町地内（徳山中央浄化センター内） 

 

対象施設概要 

（１） 徳山中央浄化センター 

【施設概要】 

所在地 周南市晴海町３－１ 

処理方法 し尿前処理方式 

一般平面図 別紙１-（１）のとおり 

設備フローシート 別紙１-（２）のとおり 

設備機器リスト 別紙１-（３）のとおり 

機器配置図 １Ｆ 別紙１-（４）のとおり 

機器配置図 Ｂ１Ｆ 別紙１-（５）のとおり 

 

 

【し尿受入施設概要】 

施設の名称 数量 構造 能力 

●水処理設備    

沈砂槽 2 槽 鉄筋コンクリート 1.5 ㎥  

受入槽 2 槽 鉄筋コンクリート 21 ㎥ 

貯留槽 2 槽 鉄筋コンクリート 151 ㎥ 

●建築設備    

受入スペース    

作業員控室等 1 室   

●建築機械電気    

空気調和設備等 1 式   

●建築電気設備    

電灯設備 1 式   
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●機械設備    

し尿受入口 2 台 ステンレス製受入口 Φ150（参考） 

し尿破砕ポンプ 2 台 破砕ポンプ Φ150 ㎜×0.3 ㎥/分×15㎾ 

曝気ブロワ 2（１）台 ルーツブロワ 65A×3 ㎥/分×3.7 ㎾ 

し尿細目スクリーン 1 台 回転ドラム式 36 ㎥/h×2 ㎜×2.2 ㎾ 

し渣脱水機 1 台 スクリュー式 3.4 ㎥/h×11 ㎾+0.4 ㎾ 

し渣コンテナ 2 台 角型コンテナ 0.4 ㎥ 

し渣脱水機 １台 スクリュープレス 処理量 2ｔ/ｈｒ 含水率 70％ 

し尿移送ポンプ 2 台 無閉塞型汚泥ポンプ Φ150 ㎜×0.6 ㎥/分×7.5 ㎾ 

中濃度系脱臭ファン 1 台 片吸込ターボファン 37 ㎥/分×2.2 ㎾ 

活性炭吸着棟 1 基 添着活性炭吸着塔 79 ㎥/分 

●電気設備    

し尿受入設備 CC 2 面   

●電気計装設備    

流量計  電磁式 し尿移送量 

水位計  差圧式 
し尿受入槽水位、し尿貯留槽

水位 
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別紙２ 業務範囲 

 

受注者の行う業務範囲は、以下のとおりとする。 

 

（１）運転業務 

  ①し尿等処理に必要な施設の運転操作及び監視 

（２）施設管理 

 ①別紙１に示す全ての水処理設備、建築設備、機械設備、電気設備、電気計装設

備の日常的な保守、点検及び点検によって発見された異常箇所等について、正

常状態に復帰させるために行う補修等（備付工具、設備等を利用して補修及び

塗装を行うものとする。） 

  ②別紙１に示す全ての建築設備、機械設備、電気設備の機能を保つために必要な

消耗品の交換 

  ③施設管理等。（清掃、警備等） 

  ④発注者が行う修繕・工事による機器等の停止作業、試運転立会い、再立ち上げ

運転作業 

（３）業務報告等 

 ①運転データ及び保守・点検業務の記録及び保管 

 ②業務実施計画書の作成 

 ③ユーティリティ（薬品、燃料、消耗品、水道等）の管理及び報告 

 ④発注者が行う見学者対応への協力 

 ⑤発注者の業務分析等に必要なデータの提供 

 ⑥その他必要な業務 

（４）管理基準 

 ①機器等の点検については各使用機器の仕様書及び取扱説明書等によるものとす

る。 

（５）その他業務 

①本し尿投入施設は、徳山中央浄化センター内の施設であるため、通常業務以外

の作業の承諾を求める場合や浄化センター内で事故が発生した場合は、リサイ

クル推進課施設担当職員に加えて徳山中央浄化センター所長にも遅滞なく報告

すること。 

  ②し渣を袋詰めし、所定の場所へ保管すること。 
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別紙 ３ リスク分担表 

 

 発注者及び受注者の責任範囲は次の表による。 

 次表の記載以外は、双方協議して定める。 

 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

住民対応 
行政サービスに係る住民対応及び苦情処理 ○  

上記以外のもの  ○ 

環境問題 

受注者の責めによるもの（排気ガス等悪臭

防止法の違反、放流水質基準の未達、有害

物質の排出・漏えい、騒音、振動等） 

 ○ 

上記以外のもの（不可抗力によるもの） ○  

業 務 に 係 る 事

故・災害 

受注者の責めによるもの  ○ 

上記以外のもの（不可抗力によるもの） ○  

不可抗力 天災等による施設の破損 ○  

契約内容の変更 

発注者の責めによるもの ○  

上記以外の要因によるもの  ○ 

施設の損傷 

経年劣化による施設設備等の損傷 ○  

受注者の責めによる施設・備品等の損傷  ○ 

法律等の変更 
業務に直接関係する法律等の改正 ○  

上記以外のもの  ○ 
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別紙４ 維持管理要求水準 

 

  すべての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がな

い状態となるよう、関係法令等を遵守した点検、調整、消耗品の交換等を行うこと。 

  建築物や外構、植栽等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわ

ない程度で行うこと。 
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別紙５ 業務実施計画 

 

業務実施計画は、日本工業規格Ａ版により作成し、原則としてＡ４又はＡ３用紙

とすること。 

業務実施計画書を構成する各諸事項の作成要領は次のとおりとすること。 

 

（１）実施方針 

下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための業務における管理思想、

業務毎の基本方針及びその概要等について、業務に対する姿勢が把握できるよ

う記載すること。 

（２）人員体制 

   運転管理業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分

担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織・体制（再委託関係も含

む。）をその目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。 

（３）安全管理体制 

   事故、災害等を未然に防止し、安全に業務を遂行するための安全衛生管理に係

る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について、基準、要領、計画

等を具体的に記載すること。 

（４）点検計画 

   安全で安定的に流入水を処理するための運転計画や設備点検、水質分析等につ

いて、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。 

（５）施設管理計画 

   施設を安定的に維持運営していくための運転指標や各施設の運転方法及び要点、

設備点検の内容・点検頻度・点検要領、分析の内容・頻度、除草等の内容・頻

度・方法、物品管理の方法、要領等その他の必要な事項について、具体的に記

載すること。 

（６）緊急時等への対応 

   施設に事故が発生した場合、その他緊急の場合の対応手順を具体的に記載する

こと。 

   次のような場合について、各々記載する。 

・ 設備の損壊、故障時の対応 

・ 停電時の対応 

・ その他自然災害等の不可抗力時の対応 
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別紙６ 引継事項 

 

受注者は、業務期間を通じて、引継事項を記載した文書を作成する。文書は、対象

施設固有の運転管理、点検上の留意点を新受注者が把握できる内容とし、次の項目

に沿って記載すること。 

 

（１） 運転時の機能の発揮状況 

（２） 諸機械の振動、異音等の状態 

（３） 計装設備の調節状況 

（４） 運転上の特別な操作 

（５） その他留意事項 
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別紙７ 業務日報・業務月報及び業務年報の記載内容 

 

１ 業務日報（提出は、翌日に行うこと※FAXまたはメールで送付） 

（１） 当該月の維持管理業務についての総括事項 

（２） 各ユーティリティーの数量     （管理） 

（３） 管理の指標としている諸      （管理） 

（４） 主要機器の運転記録        （運転） 

（５） その他記録・報告すべき事項    （備考） 

      

２ 業務月報（提出は、翌月の１０日までに行うこと） 

（１） 当該月の維持管理業務についての総括事項 

（２） 保守・点検・正常状態に復帰させるための調整実施と結果 

（３） 事故・故障記録及び対応報告 

（４） 管理報告 

（５） その他必要な報告事項 

           

３ 業務年報（提出は、４月２０日までに行うこと） 

（１） 当該年度の維持管理業務についての総括事項 

（２） 業務月報記載事項の月集計 

（３） その他必要な報告事項 

 

※  各報告書の様式は、受注者が作成し、発注者の承認を得るものとする。 

※  各報告書の提出先は周南市臨海町 5番地 周南市リサイクル推進課施設担当

とする。 
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別紙８ 経費の負担 

 

受注者が負担すべき経費は、次のとおりとする。 

 

（１） 机、椅子、書棚、ロッカー、パソコン、プリンター、コピー機等の事務備品 

（２） 各種用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品 

（３） ポット、冷蔵庫、食器棚、茶器、台所用品等のじゅう器及び消耗品 

（４） 各種作業服、各種靴、各種手袋、ヘルメット、安全マスク・保護眼鏡等の安

全保護具・機器 

（５） 設備点検及び修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・器具。 

但し、特殊工具及び調整・整備に係る資材等は除く。 

（６） ほうき、モップ、デッキブラシ、水切り、洗剤等の清掃用具・器具 

（７） トイレットペーパー、石鹸、消毒液、洗剤等の衛生用品 

（８） 電話・ファックスの設置工事費及び維持費 

（９） 処理施設維持管理等に必要なユーティリティー（経費負担（固定費）） 

(１０) し渣保管用の市指定可燃ごみ袋、し渣一次受け用のポリ袋 

 

表 経費負担（固定費） 

項  目 項  目 

燃料費 作業用・車両用ガソリン等 

簡易塗装用具 刷毛、塗料等 
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別紙９ 遵守すべき関係法令等 

 

受注者は、次の法令を遵守して業務にあたること。 

 

（１） 下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

（２） 環境基本法（平成５年法律第９１号） 

（３） 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

（４） 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

（５） 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

（６） 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号） 

（７） 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号） 

（８） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）（昭和４５年法律第１３７号） 

（９） 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

（１０）騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

（１１）振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

（１２）悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

（１３）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

（１４）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

（１５）消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

（１６）高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号） 

（１７）ガス事業法（昭和２９年法律第５１号） 

（１８）地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

（１９）エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）（昭和５４年法律第４

９号） 

（２０）その他関係法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共用スペース

し尿管理施設

別紙１－（１）（一般平面図）

工事中

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
線



別紙１－（２）（設備フローシート）



別紙１－（３）（設備機器リスト）



別紙１－（４）（機器配置図　１Ｆ）



別紙１－（５）（機器配置図　Ｂ１Ｆ）


